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残暑お見舞い申し上げます。 

 この夏は、猛暑と新型コロナウィルスの感染が続いていますが、皆様いかがお過ごしで

しょうか？我が家では、３人の子供達は全て首都圏に居住しているため、５月連休も盆も

帰省を自粛しているため、老夫婦だけの殺伐とした日々を過ごしております。 

 さて、当事務所の創立２０周年記念業として始まった鉄道線路沿いの旅は、東海道本線

を東から西へ、山陽本線を西から東への二正面作戦で行っていますが、東方面は昨年中に

東海道本線を完歩し、本年２月１６日に兵庫県神戸市垂水区の山陽本線塩屋駅駅、西方面

は昨年１１月２３日に山口県岩国市の柳井湊駅までを歩いておりましたが、本年３月以降

は新型コロナウィルスの感染症の拡大で県外への移動を自粛しているため、中断していま

す。生きている内に、新山口・京都間を完歩できるかどうか、不安になってきました。 

 また、創立２５周年記念事業として始まったＲＵＮＮＥＲは、今年は３月までにフルマ

ラソン２回、ハーフマラソン１回に出場しましたが、４月以降は大会が相次いで中止とな

り、猛暑と相まって練習にも身が入らない日々が続いています。いつか、再び大会が開か

れる日が来ることを願ってやみません。 

 今年は、もう少し暑さと新型コロナウィルス感染症が続きそうですが、３密に注意され、

皆様のご自愛ご健勝をお祈り申し上げます。 

 

民法（相続法）改正について 

 ２０１８年（平成３０年）７月６日に成立して改正民法は、本年４月１日に最後の改正

法が施行されました。その主な改正点は配偶者居住権です。 
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 夫が死亡して相続が開始した場合、妻はそれまで住んでいた夫の家に引き続き住みたい

と希望するのが通常ですが、妻以外の相続人がその家を相続すると、年老いた妻は家を出

て行かなければならなくなることが考えられます。一般的には他の相続人は妻の子供です

から家を追い出されるようなことは考えられませんが、妻が後妻であった場合、特に離婚

した先妻の子などとの人間関係によっては、考えられなくはありません。 

 そこで新法では、遺産分割協議で配偶者居住権を取得するとした場合と、遺言で配偶者

居住権を遺贈した場合には、配偶者居住権が発生することとしました。ただし、遺言で相

続させることはできません。これにより、特に期間を定めなかった場合には、残された配

偶者（妻）は死ぬまでその家に住み続けることができます。そして、配偶者居住権の登記

をすれば、家を相続した相続人が家を他へ売り払っても、配偶者居住権は消滅しません。 

 もう一つは配偶者短期居住権です。配偶者居住権が成立しない場合でも、夫と同居して

いた妻は、夫が死亡した時、遺産分割協議が成立した時、建物の取得者から出て行くよう

に求められた時のいずれか遅い日から６ヶ月間は、建物に無償で住み続けることができま

す。ただし、法律上の妻（配偶者）に限られ、内縁関係では配偶者短期居住権は成立しま

せん。 

 配偶者短期居住権は期間が短い権利ですし、残された妻（配偶者）が追い出される恐れ

がある場合に、遺産分割協議によって配偶者居住権が認められるとも思えませんので、家

族関係が複雑で心配な方は、配偶者居住権を遺贈するとの遺言を作成しておくのが良いと

思います。 

 

夏期休業のお知らせ 

 当事務所では、下記のとおり、夏期休業を実施いたします。今年は、１５日（土）、１

６日（日）と短い夏休みとなってしまいました。なお、休業中も事務所の電話は私の携帯

電話へ転送されていますので、お急ぎの方に限り、事務所（２２－２０７３）までお電話

下さい。ただし、連絡がとれるという保証はありません。 

夏期休業 ８月１３日（木）～８月１６日（日） 

 


